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【誤訳訂正書】
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【誤訳訂正１】
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【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】



(2) JP 2008-542306 A5 2012.3.8

　貼付デバイスによる密封を伴わずに、人の少なくとも１ヶ所の腋窩へ適用するための、
テストステロン欠損症の治療用の薬剤の製造における、非密封性の経皮的薬物送達組成物
の使用であって、
　経皮的薬物送達組成物が、
　（ａ）　テストステロンおよびその塩から選択される少なくとも１種類のアンドロゲン
の治療有効量、
　（ｂ）　エタノール、イソプロパノールおよびその混合物からなる群より選択される、
経皮的薬物送達組成物の６０ｖ／ｖ％以上の量の溶媒、
　（ｃ）　グリコール、オレイン酸、ミリスチン酸イソプロピル、シクロペンタデカン、
モノオレイン酸ソルビタン、サリチル酸オクチル、ジメチル－ｐ－アミノ安息香酸オクチ
ルおよびｐ－メトキシケイ皮酸オクチルからなる群より選択される１つ以上の浸透促進剤
、
　（ｄ）　１つ以上の粘度調整剤、
　（ｅ）　任意成分である粘度調整剤の活性化剤、
　（ｆ）　任意成分である制汗剤および／または脱臭剤、ならびに、
　（ｇ）　任意成分である水からなる、使用。
【請求項２】
　浸透促進剤が、ジメチル－ｐ－アミノ安息香酸オクチル、ｐ－メトキシケイ皮酸オクチ
ルおよびサリチル酸オクチルからなる群より選択される１つ以上である、請求項１に記載
の使用。
【請求項３】
　浸透促進剤が、サリチル酸オクチルである、請求項１または２に記載の使用。
【請求項４】
　テストステロン塩が、酢酸エステル、エナント酸エステル、シピオン酸エステル、イソ
酪酸エステル、デヒドロエピアンドロステロン、プロピオン酸エステル、ウンデカン酸エ
ステルおよび酢酸シプロテロンからなる群から選択される、請求項１～３のいずれかに記
載の使用。
【請求項５】
　浸透促進剤の量が、全組成物の０．０１～１５ｗ／ｖ％である、請求項１～４のいずれ
かに記載の使用。
【請求項６】
　溶媒の量が、経皮的薬物送達組成物の７０ｖ／ｖ％以上である、請求項５に記載の使用
。
【請求項７】
　溶媒の量が、経皮的薬物送達組成物の８０ｖ／ｖ％以上である、請求項５に記載の使用
。
【請求項８】
　薬剤が、男性に血清１ｄＬあたり３００～１０００ｎｇに相当する全身循環中テストス
テロンレベルをもたらすように適用される、請求項１～７のいずれかに記載の使用。
【請求項９】
　粘度調整剤が、経皮的薬物送達組成物の粘度を、水の粘度より大きく約３００センチポ
イズ未満の範囲に増加させる、請求項１～８のいずれかに記載の使用。
【請求項１０】
　粘度調整剤が、ポリビニルピロリドンおよびヒドロキシプロピルメチルセルロースから
なる群より選択される、請求項１～９のいずれかに記載の使用。
【請求項１１】
　粘度調整剤がポリビニルピロリドンであり、ポリビニルピロリドンの量が経皮的薬物送
達組成物の１～３ｗ／ｖ％である、請求項１０に記載の使用。
【請求項１２】
　浸透促進剤が、ミリスチン酸イソプロピルである、請求項１に記載の使用。
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【請求項１３】
　溶媒が、エタノール、イソプロパノールおよびその混合物からなる群より選択され、
　溶媒の総量が、経皮的薬物送達組成物の７０ｖ／ｖ％以上である、請求項１２に記載の
使用。
【請求項１４】
　経皮的薬物送達組成物が、さらに制汗剤および／または脱臭剤を含む、請求項１～１３
のいずれかに記載の使用。
【請求項１５】
　制汗剤が、アルミニウムブロモハイドレート（ｂｒｏｍｏｈｙｄｒａｔｅ）、塩化アル
ミニウム、クエン酸アルミニウム、硫酸アルミニウム、アンモニウムミョウバン、アセチ
ルメチオニン酸コバルト、カリウムミョウバン、ナトリウムミョウバンおよびクロロヒド
ロキシ乳酸アルミニウムナトリウムからなる群より選択される、請求項１４に記載の使用
。
【請求項１６】
　薬剤が、ゲル剤またはロールオン剤の形態である、請求項１～１５のいずれかに記載の
使用。
【請求項１７】
　薬剤が、１日１回以下で適用するためのものである、請求項１～１６のいずれかに記載
の使用。
【請求項１８】
　経皮的薬物送達組成物が、
　（ａ）　テストステロンの治療有効量、
　（ｂ）　エタノール、イソプロパノールおよびその混合物からなる群より選択される、
経皮的薬物送達組成物の６０ｖ／ｖ％以上の量の溶媒、
　（ｃ）　サリチル酸オクチル、ジメチル－ｐ－アミノ安息香酸オクチルおよびｐ－メト
キシケイ皮酸オクチルからなる群より選択される１つ以上の浸透促進剤、
　（ｄ）　経皮的薬物送達組成物の粘度を、水の粘度より大きく約３００センチポイズ未
満の範囲に増加させるために有効な量の１つ以上の粘度調整剤、および、
　（ｅ）　任意成分である水からなる、請求項１に記載の使用。
【請求項１９】
　溶媒の総量が、経皮的薬物送達組成物の７０～９９ｖ／ｖ％である、請求項１８に記載
の使用。
【請求項２０】
　経皮的薬物送達組成物が、
　（ａ）　テストステロンの治療有効量、
　（ｂ）　エタノール、イソプロパノールおよびその混合物からなる群より選択される、
経皮的薬物送達組成物の６０ｖ／ｖ％以上の量の溶媒、
　（ｃ）　サリチル酸オクチル、ジメチル－ｐ－アミノ安息香酸オクチルおよびｐ－メト
キシケイ皮酸オクチルからなる群より選択される１つ以上の浸透促進剤、
　（ｄ）　経皮的薬物送達組成物の粘度を、水の粘度より大きく約３００センチポイズ未
満の範囲に増加させるために有効な量の１つ以上の粘度調整剤、および、
　（ｅ）　水からなる、請求項１に記載の使用。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２３
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２３】
　好ましくは、本発明の組成物は、最も広い意味で非密封性であり、皮膚上の適用部位に
長期間保持される貼付デバイス、固定レザバー、適用チャンバ、テープ、包帯、絆創膏な
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どによって、組成物が皮膚に捕捉されたり、皮膚が大気から遮断されたりしていない。か
かるデバイスは、着用者にとって不快である傾向にあるか、または格好が悪いまたは目障
りなものであり得る。
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